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核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６７条第１項及び実用発電用原子炉の

設置，運転等に関する規則第１３６条第１項の規定により次のとおり報告します。 
なお，本報告は，平成２８年６月３０日（運総発官２８第１４５号）で報告を行ったもののうち，

評価が完了した箇所について，再報告するものです。 

 

工場又は事業所 

 
名 称 

 

東京電力ホールディングス株式会社 
福島第一廃炉推進カンパニー 

福島第一原子力発電所 
 

所 在 地 
 

福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原２２ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２３年度上期 
放射線管理等報告書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１ 放射性物質の濃度の３月間についての平均値及び最高値 

(Bq/cm3)    

測 定 の 箇 所 

前半の３月間 

（４月～６月） 

後半の３月間 

（７月～９月） 
 

平 均 値 最 高 値 平 均 値 最 高 値  

排
気
口
又
は
排
気
監
視
設
備 

１・２号炉共用排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

サイトバンカ建屋換気系排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

廃棄物集中処理建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

焼却炉建屋排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

雑固体廃棄物減容処理建屋排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

使用済燃料共用プール排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

第５固体廃棄物貯蔵庫（固型化   

処理エリア）換気系排気口 
- ※ - ※ - ※ - ※  

２号炉タービン建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

３・４号炉共用排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

３号炉タービン建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

４号炉タービン建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

５・６号炉共用排気筒 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 注―１ 

排
水
口
又
は
排
水
監
視
設
備 

１ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

２ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

３ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

４ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

５ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

６ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

 
※東日本大震災の影響により排気口又は排気監視設備での測定実績なし。 
 
注―１：５・６号炉共用排気筒における濃度は，希ガス濃度である。 

    同排気筒における濃度の検出限界値は，2×10-2Bq/cm3以下である。 
なお，５号炉及び６号炉からの希ガスの評価については，通常換気空調系が停止し非常用ガス処理系（以下 SGTS）が起動して 
いた期間と通常換気空調系が起動していた期間に分けて評価している。 

 ・平成 23 年 4月 1日～平成 23年 4月 27 日（通常換気空調系：停止 SGTS：起動） 
   ５号炉:SGTS が起動していたが，サンプルポンプが起動していなかったため測定実績は無く，放出の有無は確認できなかった。 
   ６号炉:SGTS が起動していたため，SGTS 放射線モニタで希ガスの測定を行っていた。SGTS 放射線モニタの指示値をチャート 

で確認した結果，指示値に変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。 
   ・平成 23年 4月 27 日～平成 23 年 9月 30 日（通常換気空調系：停止 SGTS：起動） 
    ５号炉及び６号炉：SGTS が起動していたため，SGTS 放射線モニタで希ガスの測定を行っていた。SGTS 放射線モニタの指示値

をチャートで確認した結果，指示値に変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。 



２ 放射線業務従事者の１年間の線量分布 

１年間の線量 

（ミリシーベルト） 
５以下 

５を超え 

１５以下 

１５を超え 

２０以下 

２０を超え 

２５以下 

２５を超え 

５０以下 

５０を 

超える 
計 

放射線業務従事者数 

（人） 
－ － － － － － － 

 

 

３ 女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を原子炉設置者に書面で申し出た者を除く。）の

放射線業務従事者の３月間の線量分布 

３月間の線量 

（ミリシーベルト） 
１以下 

１を超え 

２以下 

２を超え 

５以下 
５を超える 計 

放射線業務 

従事者数 

（人） 

前半の３月間 

（４月～６月） 
0 0 1 0 1 

後半の３月間 

（７月～９月） 
1 0 0 0 1 

 

 

４ 運転時間及び熱出力 

〔原子炉の名称：福島第一原子力発電所１号炉〕 

 
運転時間（ｈ） 

熱出力 

平均（ｋＷ） 最大（ｋＷ） 

 ４月 ０ ０ ０ 

 ５月 ０ ０ ０ 

 ６月 ０ ０ ０ 

 ７月 ０ ０ ０ 

 ８月 ０ ０ ０ 

 ９月 ０ ０ ０ 

合計 ０ ０ ０ 

 

〔原子炉の名称：福島第一原子力発電所２号炉〕 

 
運転時間（ｈ） 

熱出力 

平均（ｋＷ） 最大（ｋＷ） 

 ４月 ０ ０ ０ 

 ５月 ０ ０ ０ 

 ６月 ０ ０ ０ 

 ７月 ０ ０ ０ 

 ８月 ０ ０ ０ 

 ９月 ０ ０ ０ 

合計 ０ ０ ０ 

項目 
月別 

項目 
月別 



 

〔原子炉の名称：福島第一原子力発電所３号炉〕 

 
運転時間（ｈ） 

熱出力 

平均（ｋＷ） 最大（ｋＷ） 

 ４月 ０ ０ ０ 

 ５月 ０ ０ ０ 

 ６月 ０ ０ ０ 

 ７月 ０ ０ ０ 

 ８月 ０ ０ ０ 

 ９月 ０ ０ ０ 

合計 ０ ０ ０ 

 

〔原子炉の名称：福島第一原子力発電所４号炉〕 

 
運転時間（ｈ） 

熱出力 

平均（ｋＷ） 最大（ｋＷ） 

 ４月 ０ ０ ０ 

 ５月 ０ ０ ０ 

 ６月 ０ ０ ０ 

 ７月 ０ ０ ０ 

 ８月 ０ ０ ０ 

 ９月 ０ ０ ０ 

合計 ０ ０ ０ 

 

〔原子炉の名称：福島第一原子力発電所５号炉〕 

 
運転時間（ｈ） 

熱出力 

平均（ｋＷ） 最大（ｋＷ） 

 ４月 ０ ０ ０ 

 ５月 ０ ０ ０ 

 ６月 ０ ０ ０ 

 ７月 ０ ０ ０ 

 ８月 ０ ０ ０ 

 ９月 ０ ０ ０ 

合計 ０ ０ ０ 

項目 
月別 

項目 
月別 

項目 
月別 



 

〔原子炉の名称：福島第一原子力発電所６号炉〕 

 
運転時間（ｈ） 

熱出力 

平均（ｋＷ） 最大（ｋＷ） 

 ４月 ０ ０ ０ 

 ５月 ０ ０ ０ 

 ６月 ０ ０ ０ 

 ７月 ０ ０ ０ 

 ８月 ０ ０ ０ 

 ９月 ０ ０ ０ 

合計 ０ ０ ０ 

項目 
月別 



 

（ 参 考 資 料 ） 

 

・ 排気口から放出される放射性物質（希ガス）は，評価地点までの希釈を考慮した上で「実用発電用

原子炉の設置，運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成 13 年経済産業省告

示第 187 号）」の別表第２の第５欄に掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。このため，周

辺監視区域外の濃度については排気口出口濃度より計算して求める。 

 

・ 排気口出口濃度より計算で求めた陸側の周辺監視区域外の空気中放射性物質濃度を参考として以下

に示す。気象条件は標準気象を用いた。 

 

最大濃度地点に 

おける地上濃度 

前 半 の ３ 月 間 平 均 値 

（４月～６月） （Bq/cm3） 

後 半 の ３ 月 間 平 均 値 

（７月～９月） （Bq/cm3） 

- ※ - ※ 

 

・ 排水口から放出される放射性物質（3Ｈを除く）は，「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規

則の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成 13 年経済産業省告示第 187 号）」の別表第２の第６欄

に掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。 

 
※東日本大震災の影響により５・６号炉共用排気筒を除く排気口又は排気監視設備での測定実績なし。 

なお，５号炉及び６号炉からの希ガスの評価については，通常換気空調系が停止し非常用ガス処理系（以下 SGTS）が起動していた期間 
と通常換気空調系が起動していた期間に分けて評価している。 

・平成 23年 4月 1日～平成 23 年 4月 27 日（通常換気空調系：停止 SGTS：起動） 

   ５号炉：SGTS が起動していたが，サンプルポンプが起動していなかったため測定実績は無く，放出の有無は確認できなかった。 

  ６号炉：SGTS が起動していたため，SGTS 放射線モニタで希ガスの測定を行っていた。SGTS 放射線モニタの指示値をチャートで確認し 
た結果，指示値に変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。 

・平成 23年 4月 27 日～平成 23 年 9月 30 日（通常換気空調系：停止 SGTS：起動） 

 ５号炉及び６号炉：SGTS が起動していたため，SGTS 放射線モニタで希ガスの測定を行っていた。SGTS 放射線モニタの指示値をチャー 
トで確認した結果，指示値に変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２３年度下期 
放射線管理等報告書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１ 放射性物質の濃度の３月間についての平均値及び最高値 

(Bq/cm3)    

測 定 の 箇 所 

前半の３月間 

（１０月～１２月） 

後半の３月間 

（１月～３月） 
 

平 均 値 最 高 値 平 均 値 最 高 値  

排
気
口
又
は
排
気
監
視
設
備 

１・２号炉共用排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

サイトバンカ建屋換気系排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

廃棄物集中処理建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

焼却炉建屋排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

雑固体廃棄物減容処理建屋排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

使用済燃料共用プール排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

第５固体廃棄物貯蔵庫（固型化   

処理エリア）換気系排気口 
- ※ - ※ - ※ - ※  

２号炉タービン建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

３・４号炉共用排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

３号炉タービン建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

４号炉タービン建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

５・６号炉共用排気筒 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 注―１ 

排
水
口
又
は
排
水
監
視
設
備 

１ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

２ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

３ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

４ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

５ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

６ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

 
※東日本大震災の影響により排気口又は排気監視設備での測定実績なし。 
 
注―１：５・６号炉共用排気筒における濃度は，希ガス濃度である。 

同排気筒における濃度の検出限界値は，2×10-2Bq/cm3以下である。 
なお，５号炉及び６号炉からの希ガスの評価については，通常換気空調系が停止し非常用ガス処理系（以下 SGTS）が起動して 
いた期間と通常換気空調系が起動していた期間に分けて評価している。 

    ・平成 23 年 10月 1日～平成 24 年 1月 11 日（通常換気空調系：停止 SGTS：起動） 
 ５号炉及び６号炉：SGTS が起動していたため，SGTS 放射線モニタで希ガスの測定を行っていた。SGTS 放射線モニタの指示値を 

チャートで確認した結果，指示値に変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。 

・平成 24年 1月 11 日～平成 24 年 3月 31 日（通常換気空調系：起動 SGTS：停止） 
 ５号炉及び６号炉：原子炉建屋換気空調系が起動したことから，５・６号炉共用排気筒モニタで測定を行っていた。モニタの指 

示値を周辺放射線監視用データ収集処理装置で確認した結果，指示値に変動が見られなかったことから検出 

限界未満と評価する。 
 
 



２ 放射線業務従事者の１年間の線量分布 

１年間の線量 

（ミリシーベルト） 
５以下 

５を超え 

１５以下 

１５を超え 

２０以下 

２０を超え 

２５以下 

２５を超え 

５０以下 

５０を 

超える 
計 

放射線業務従事者数 

（人） 
10,753 4,707 1,396 1,078 1,740 205 19,879 

 

３ 女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を原子炉設置者に書面で申し出た者を除く。）の

放射線業務従事者の３月間の線量分布 

３月間の線量 

（ミリシーベルト） 
１以下 

１を超え 

２以下 

２を超え 

５以下 
５を超える 計 

放射線業務 

従事者数 

（人） 

前半の３月間 

（１０月～１２月） 
0 0 0 0 0 

後半の３月間 

（１月～３月） 
0 0 0 0 0 

 

４ 運転時間及び熱出力 

〔原子炉の名称：福島第一原子力発電所１号炉〕 

 
運転時間（ｈ） 

熱出力 

平均（ｋＷ） 最大（ｋＷ） 

 １０月 ０ ０ ０ 

 １１月 ０ ０ ０ 

 １２月 ０ ０ ０ 

 １月 ０ ０ ０ 

 ２月 ０ ０ ０ 

 ３月 ０ ０ ０ 

合計 ０ ０ ０ 

 

〔原子炉の名称：福島第一原子力発電所２号炉〕 

 
運転時間（ｈ） 

熱出力 

平均（ｋＷ） 最大（ｋＷ） 

 １０月 ０ ０ ０ 

 １１月 ０ ０ ０ 

 １２月 ０ ０ ０ 

 １月 ０ ０ ０ 

 ２月 ０ ０ ０ 

 ３月 ０ ０ ０ 

合計 ０ ０ ０ 

項目 
月別 

項目 
月別 



 

〔原子炉の名称：福島第一原子力発電所３号炉〕 

 
運転時間（ｈ） 

熱出力 

平均（ｋＷ） 最大（ｋＷ） 

 １０月 ０ ０ ０ 

 １１月 ０ ０ ０ 

 １２月 ０ ０ ０ 

 １月 ０ ０ ０ 

 ２月 ０ ０ ０ 

 ３月 ０ ０ ０ 

合計 ０ ０ ０ 

 

 

〔原子炉の名称：福島第一原子力発電所４号炉〕 

 
運転時間（ｈ） 

熱出力 

平均（ｋＷ） 最大（ｋＷ） 

 １０月 ０ ０ ０ 

 １１月 ０ ０ ０ 

 １２月 ０ ０ ０ 

 １月 ０ ０ ０ 

 ２月 ０ ０ ０ 

 ３月 ０ ０ ０ 

合計 ０ ０ ０ 

 

 

〔原子炉の名称：福島第一原子力発電所５号炉〕 

 
運転時間（ｈ） 

熱出力 

平均（ｋＷ） 最大（ｋＷ） 

 １０月 ０ ０ ０ 

 １１月 ０ ０ ０ 

 １２月 ０ ０ ０ 

 １月 ０ ０ ０ 

 ２月 ０ ０ ０ 

 ３月 ０ ０ ０ 

合計 ０ ０ ０ 

項目 
月別 

項目 
月別 

項目 
月別 



 

〔原子炉の名称：福島第一原子力発電所６号炉〕 

 
運転時間（ｈ） 

熱出力 

平均（ｋＷ） 最大（ｋＷ） 

 １０月 ０ ０ ０ 

 １１月 ０ ０ ０ 

 １２月 ０ ０ ０ 

 １月 ０ ０ ０ 

 ２月 ０ ０ ０ 

 ３月 ０ ０ ０ 

合計 ０ ０ ０ 

 

項目 
月別 



（ 参 考 資 料 ） 

 

・ 排気口から放出される放射性物質（希ガス）は，評価地点までの希釈を考慮した上で「実用発電用

原子炉の設置，運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成 13 年経済産業省告

示第 187 号）」の別表第２の第５欄に掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。このため，周

辺監視区域外の濃度については排気口出口濃度より計算して求める。 

 

・ 排気口出口濃度より計算で求めた陸側の周辺監視区域外の空気中放射性物質濃度を参考として以下

に示す。気象条件は標準気象を用いた。 

 

最大濃度地点に 

おける地上濃度 

前 半 の ３ 月 間 平 均 値 

（１０月～１２月） （Bq/cm3） 

後 半 の ３ 月 間 平 均 値 

（１月～３月） （Bq/cm3） 

- ※ - ※ 

 

・ 排水口から放出される放射性物質（3Ｈを除く）は，「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規

則の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成 13 年経済産業省告示第 187 号）」の別表第２の第６欄

に掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。 

 
※東日本大震災の影響により５・６号炉共用排気筒を除く排気口又は排気監視設備での測定実績なし。 

５号炉及び６号炉からの希ガスの評価については，通常換気空調系が停止し非常用ガス処理系（以下 SGTS）が起動していた期間と通 
常換気空調系が起動していた期間に分けて評価している。 
    ・平成 23 年 10月 1日～平成 24 年 1月 11 日（通常換気空調系：停止 SGTS：起動） 

 ５号炉及び６号炉：SGTS が起動していたため，SGTS 放射線モニタで希ガスの測定を行っていた。SGTS 放射線モニタの指示値を 
         チャートで確認した結果，指示値に変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。 
・平成 24年 1月 11 日～平成 24 年 3月 31 日（通常換気空調系：起動 SGTS：停止） 

 ５号炉及び６号炉：原子炉建屋換気空調系が起動したことから，５・６号炉共用排気筒モニタで測定を行っていた。モニタの指 
示値を周辺放射線監視用データ収集処理装置で確認した結果，指示値に変動が見られなかったことから検出 
限界未満と評価する。 

 



別紙 

令和元年 11 月 13 日 
東京電力ホールディングス株式会社 

福島第一原子力発電所 

放射線管理等報告書の修正について 
 

1．経緯 
平成 23 年度の「放射線管理等報告書」における放射性物質の濃度の 3 月間について

の平均値及び最高値について「東日本大震災の影響のため、現在評価中」として原子

力規制委員会に報告している。当時の測定結果を確認し、評価結果が纏まったことか

ら修正するものである。 
 

2. 放射性気体廃棄物評価結果 
放射性気体廃棄物の評価は、平成 23年度の測定実績の有無によって分けて評価した。

なお、事故時における 1～4 号炉の評価については別途報告※しており、本報告は、保

安規定に記載された排気筒等が対象である。 
 

※ 出典:規制庁ホームページ 
東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に関する報告書 

（報告日:平成 24 年 5 月 9 日,平成 24 年 9 月 14 日） 
  

2-1. 1・2 号炉共用排気筒、サイトバンカ建屋換気系排気口、廃棄物集中処理建屋換気 
系排気筒、焼却炉建屋排気口、雑固体廃棄物減容処理建屋排気口、使用済燃料共

用プール排気口、第 5 固体廃棄物貯蔵庫（固型化処理エリア）換気系排気口、2
号炉タービン建屋換気系排気筒、3・4 号炉共用排気筒、3 号炉タービン建屋換気

系排気筒及び 4 号炉タービン建屋換気系排気筒 

希ガス,よう素 131,粒子状物質,トリチウムのいずれについても、平成 23 年度にお

ける測定実績はなく、放出の有無は確認できなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2-2. 5,6 号炉共用排気筒 
【希ガス】 

5 号炉及び 6 号炉からの希ガスの評価については、通常換気空調系が停止し非常

用ガス処理系（以下 SGTS）が起動していた期間と通常換気空調系が起動してい

た期間に分けて評価する。 
① 平成 23 年 4 月 1 日～平成 23 年 4 月 27 日 

（通常換気空調系：停止、SGTS：起動） 
・5 号炉 

SGTS が起動していたが、サンプルポンプが起動していなかったため測

定実績は無く、放出の有無は確認できなかった。 
・6 号炉 
  SGTS が起動していたため、SGTS 放射線モニタで希ガスの測定を行って

いた。SGTS 放射線モニタの指示値をチャートで確認した結果、指示値に

変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。 
 

② 平成 23 年 4 月 27 日～平成 24 年 1 月 11 日 
（通常換気空調系：停止、SGTS：起動） 

・5 号炉及び 6 号炉 
SGTS が起動していたため、SGTS 放射線モニタで希ガスの測定を行っ

ていた。SGTS 放射線モニタの指示値をチャートで確認した結果、指示値

に変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。   
 

③ 平成 24 年 1 月 11 日～平成 24 年 3 月 31 日 
（通常換気空調系：起動、SGTS：停止） 

・5 号炉及び 6 号炉 
 原子炉建屋換気空調系が起動したことから、5,6 号炉共用排気筒モニタで

測定を行っていた。モニタの指示値を周辺放射線監視用データ収集処理装

置で確認した結果、指示値に変動が見られなかったことから検出限界未満

と評価する。 
 
 
 
 
 
 
 



【よう素 131,粒子状物質】  
5 号炉及び 6 号炉からのよう素 131 及び粒子状物質の評価については原子炉建

屋換気空調系が停止し SGTS が起動していた期間と原子炉建屋換気空調系が起

動していた期間に分けて評価する。 
① 平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 1 月 11 日 

（通常換気空調系：停止、SGTS：起動） 
測定実績がなく放出の有無は確認できなかった。 

 
② 平成 24 年 1 月 11 日～平成 24 年 3 月 31 日 

（通常換気空調系：起動、SGTS：停止） 
原子炉建屋換気空調系の起動に伴い試料採取を再開した。測定の結果、検出限

界未満であることを確認した。 
 

【トリチウム】 
5 号炉及び 6 号炉からのトリチウムの評価については原子炉建屋換気空調系が

停止し SGTS が起動していた期間と原子炉建屋換気空調系が起動していた期間

に分けて評価する。 
 

① 平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 1 月 11 日 
（通常換気空調系：停止、SGTS：起動） 

測定実績がなく放出の有無は確認できなかった。 
 

② 平成 24 年 1 月 11 日～平成 24 年 3 月 31 日 
（通常換気空調系：起動、SGTS：停止） 

原子炉建屋換気空調系の起動に伴い試料採取を再開した。測定の結果、放出量

は 2.1E+10Bq となる。 
 

3. 放射性液体廃棄物評価結果 
    東日本大震災の影響により、1 号炉～6 号炉排水口からの放出実績はない。なお、事故 

時において漏えいした放射性物質は別途報告※している。 
 

※ 出典:規制庁ホームページ 
東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に関する報告書 
（報告日:平成 24 年 5 月 9 日,平成 24 年 9 月 14 日） 

 
 



4. 修正箇所 
（1）放射線管理等報告書（平成 23 年度） 
  ・放射性物質の濃度の３月間についての平均値及び最高値（上期） 
  ・放射性物質の濃度の３月間についての平均値及び最高値（下期） 
 
5. 添付資料 
  ・平成 23 年度上期 放射線管理等報告書修正前後表 
  ・平成 23 年度下期 放射線管理等報告書修正前後表 
   



修正前 修正後
福島第一原子力発電所　　放射線管理等報告書　（平成２３年度上期分）　修正前後表

１ 放射性物質の濃度の３月間についての平均値及び最高値 

(Bq/cm3)    

測 定 の 箇 所 

前半の３月間 

（４月～６月） 

後半の３月間 

（７月～９月） 
 

平 均 値 最 高 値 平 均 値 最 高 値  

排
気
口
又
は
排
気
監
視
設
備 

１・２号炉共用排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

サイトバンカ建屋換気系排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

廃棄物集中処理建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

焼却炉建屋排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

雑固体廃棄物減容処理建屋排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

使用済燃料共用プール排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

第５固体廃棄物貯蔵庫（固型化   

処理エリア）換気系排気口 
- ※ - ※ - ※ - ※  

２号炉タービン建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

３・４号炉共用排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

３号炉タービン建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

４号炉タービン建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

５・６号炉共用排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

排
水
口
又
は
排
水
監
視
設
備 

１ 号 炉 排 水 口 - ※ - ※ - ※ - ※  

２ 号 炉 排 水 口 - ※ - ※ - ※ - ※  

３ 号 炉 排 水 口 - ※ - ※ - ※ - ※  

４ 号 炉 排 水 口 - ※ - ※ - ※ - ※  

５ 号 炉 排 水 口 - ※ - ※ - ※ - ※  

６ 号 炉 排 水 口 - ※ - ※ - ※ - ※  

※東日本大震災の影響のため，現在評価中。 
 

赤字部は修正箇所を示す。

１ 放射性物質の濃度の３月間についての平均値及び最高値 

(Bq/cm3)    

測 定 の 箇 所 

前半の３月間 

（４月～６月） 

後半の３月間 

（７月～９月） 
 

平 均 値 最 高 値 平 均 値 最 高 値  

排
気
口
又
は
排
気
監
視
設
備 

１・２号炉共用排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

サイトバンカ建屋換気系排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

廃棄物集中処理建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

焼却炉建屋排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

雑固体廃棄物減容処理建屋排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

使用済燃料共用プール排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

第５固体廃棄物貯蔵庫（固型化   

処理エリア）換気系排気口 
- ※ - ※ - ※ - ※  

２号炉タービン建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

３・４号炉共用排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

３号炉タービン建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

４号炉タービン建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

５・６号炉共用排気筒 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 注―１ 

排
水
口
又
は
排
水
監
視
設
備 

１ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

２ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

３ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

４ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

５ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

６ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

※東日本大震災の影響により排気口又は排気監視設備での測定実績なし。 
 
注―１：５・６号炉共用排気筒における濃度は，希ガス濃度である。 
    同排気筒における濃度の検出限界値は，2×10-2Bq/cm3以下である。 

なお、５号炉及び６号炉からの希ガスの評価については、通常換気空調系が停止し非常用ガス処理系（以下 SGTS）が起動して 
いた期間と通常換気空調系が起動していた期間に分けて評価している。 

 ・平成 23年 4月 1 日～平成 23年 4 月 27日（通常換気空調系：停止 SGTS：起動） 
   ５号炉:SGTS が起動していたが、サンプルポンプが起動していなかったため測定実績は無く、放出の有無は確認できなかった。 
   ６号炉:SGTS が起動していたため、SGTS 放射線モニタで希ガスの測定を行っていた。SGTS 放射線モニタの指示値をチャート 

で確認した結果、指示値に変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。 
   ・平成 23年 4月 27 日～平成 23年 9 月 30日（通常換気空調系：停止 SGTS：起動） 
    ５号炉及び６号炉：SGTS が起動していたため、SGTS 放射線モニタで希ガスの測定を行っていた。SGTS 放射線モニタの指示値

をチャートで確認した結果、指示値に変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。 



修正前 修正後
福島第一原子力発電所　　放射線管理等報告書　（平成２３年度上期分）　修正前後表

（ 参 考 資 料 ） 

 

・ 排気口から放出される放射性物質（希ガス）は，評価地点までの希釈を考慮した上で「実用発電用原

子炉の設置，運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成 13年経済産業省告示

第 187 号）」の別表第２の第５欄に掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。このため，周辺

監視区域外の濃度については排気口出口濃度より計算して求める。 

 

・ 排気口出口濃度より計算で求めた陸側の周辺監視区域外の空気中放射性物質濃度を参考として以下

に示す。気象条件は標準気象を用いた。 

 

最大濃度地点に 

おける地上濃度 

前 半 の ３ 月 間 平 均 値 

（４月～６月） （Bq/cm3） 

後 半 の ３ 月 間 平 均 値 

（１月～３月） （Bq/cm3） 

- ※ - ※ 

 

・ 排水口から放出される放射性物質（3Ｈを除く）は，「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則

の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成 13 年経済産業省告示第 187 号）」の別表第２の第６欄に

掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。 

 
※東日本大震災の影響のため，現在評価中。 

赤字部は修正箇所を示す。

（ 参 考 資 料 ） 

 

・ 排気口から放出される放射性物質（希ガス）は，評価地点までの希釈を考慮した上で「実用発電用原

子炉の設置，運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成 13年経済産業省告示

第 187 号）」の別表第２の第５欄に掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。このため，周辺

監視区域外の濃度については排気口出口濃度より計算して求める。 

 

・ 排気口出口濃度より計算で求めた陸側の周辺監視区域外の空気中放射性物質濃度を参考として以下

に示す。気象条件は標準気象を用いた。 

 

最大濃度地点に 

おける地上濃度 

前 半 の ３ 月 間 平 均 値 

（４月～６月） （Bq/cm3） 

後 半 の ３ 月 間 平 均 値 

（７月～９月） （Bq/cm3） 

- ※ - ※ 

 

・ 排水口から放出される放射性物質（3Ｈを除く）は，「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則

の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成 13 年経済産業省告示第 187 号）」の別表第２の第６欄に

掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。 

 
※東日本大震災の影響により５・６号炉共用排気筒を除く排気口又は排気監視設備での測定実績なし。 

なお，５号炉及び６号炉からの希ガスの評価については，通常換気空調系が停止し非常用ガス処理系（以下 SGTS）が起動していた期間 
と通常換気空調系が起動していた期間に分けて評価している。 

・平成 23年 4 月 1日～平成 23年 4月 27 日（通常換気空調系：停止 SGTS：起動） 

   ５号炉：SGTS が起動していたが，サンプルポンプが起動していなかったため測定実績は無く，放出の有無は確認できなかった。 

  ６号炉：SGTS が起動していたため，SGTS 放射線モニタで希ガスの測定を行っていた。SGTS 放射線モニタの指示値をチャートで確認し 
た結果，指示値に変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。 

・平成 23年 4 月 27日～平成 23 年 9 月 30 日（通常換気空調系：停止 SGTS：起動） 
 ５号炉及び６号炉：SGTS が起動していたため，SGTS 放射線モニタで希ガスの測定を行っていた。SGTS 放射線モニタの指示値をチャー 

トで確認した結果，指示値に変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。 



修正前 修正後
福島第一原子力発電所　放射線管理等報告書　（平成２３年度下期分）　修正前後表

１ 放射性物質の濃度の３月間についての平均値及び最高値 

(Bq/cm3)    

測 定 の 箇 所 

前半の３月間 

（１０月～１２月） 

後半の３月間 

（１月～３月） 
 

平 均 値 最 高 値 平 均 値 最 高 値  

排
気
口
又
は
排
気
監
視
設
備 

１・２号炉共用排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

サイトバンカ建屋換気系排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

廃棄物集中処理建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

焼却炉建屋排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

雑固体廃棄物減容処理建屋排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

使用済燃料共用プール排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

第５固体廃棄物貯蔵庫（固型化   

処理エリア）換気系排気口 
- ※ - ※ - ※ - ※  

２号炉タービン建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

３・４号炉共用排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

３号炉タービン建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

４号炉タービン建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

５・６号炉共用排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

排
水
口
又
は
排
水
監
視
設
備 

１ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

２ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

３ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

４ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

５ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

６ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

※東日本大震災の影響のため，現在評価中。 
 

赤字部は修正箇所を示す。

１ 放射性物質の濃度の３月間についての平均値及び最高値 

(Bq/cm3)    

測 定 の 箇 所 

前半の３月間 

（１０月～１２月） 

後半の３月間 

（１月～３月） 
 

平 均 値 最 高 値 平 均 値 最 高 値  

排
気
口
又
は
排
気
監
視
設
備 

１・２号炉共用排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

サイトバンカ建屋換気系排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

廃棄物集中処理建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

焼却炉建屋排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

雑固体廃棄物減容処理建屋排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

使用済燃料共用プール排気口 - ※ - ※ - ※ - ※  

第５固体廃棄物貯蔵庫（固型化   

処理エリア）換気系排気口 
- ※ - ※ - ※ - ※  

２号炉タービン建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

３・４号炉共用排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

３号炉タービン建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

４号炉タービン建屋換気系排気筒 - ※ - ※ - ※ - ※  

５・６号炉共用排気筒 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 注―１ 

排
水
口
又
は
排
水
監
視
設
備 

１ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

２ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

３ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

４ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

５ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

６ 号 炉 排 水 口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし  

※東日本大震災の影響により排気口又は排気監視設備での測定実績なし。 
 

注―１：５・６号炉共用排気筒における濃度は，希ガス濃度である。 
同排気筒における濃度の検出限界値は，2×10-2Bq/cm3以下である。 

なお、５号炉及び６号炉からの希ガスの評価については、通常換気空調系が停止し非常用ガス処理系（以下 SGTS）が起動して 
いた期間と通常換気空調系が起動していた期間に分けて評価している。 

    ・平成 23年 10月 1日～平成 24 年 1月 11日（通常換気空調系：停止 SGTS：起動） 
 ５号炉及び６号炉：SGTS が起動していたため、SGTS 放射線モニタで希ガスの測定を行っていた。SGTS 放射線モニタの指示値を 

チャートで確認した結果、指示値に変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。 

・平成 24年 1 月 11日～平成 24年 3 月 31日（通常換気空調系：起動 SGTS：停止） 

 ５号炉及び６号炉：原子炉建屋換気空調系が起動したことから、５・６号炉共用排気筒モニタで測定を行っていた。モニタの指 
示値を周辺放射線監視用データ収集処理装置で確認した結果、指示値に変動が見られなかったことから検出 

限界未満と評価する。 



修正前 修正後
福島第一原子力発電所　放射線管理等報告書　（平成２３年度下期分）　修正前後表

（ 参 考 資 料 ） 

 

・ 排気口から放出される放射性物質（希ガス）は，評価地点までの希釈を考慮した上で「実用発電用原

子炉の設置，運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成 13年経済産業省告示

第 187 号）」の別表第２の第５欄に掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。このため，周辺

監視区域外の濃度については排気口出口濃度より計算して求める。 

 

・ 排気口出口濃度より計算で求めた陸側の周辺監視区域外の空気中放射性物質濃度を参考として以下

に示す。気象条件は標準気象を用いた。 

 

最大濃度地点に 

おける地上濃度 

前 半 の ３ 月 間 平 均 値 

（１０月～１２月） （Bq/cm3） 

後 半 の ３ 月 間 平 均 値 

（１月～３月） （Bq/cm3） 

- ※ - ※ 

 

・ 排水口から放出される放射性物質（3Ｈを除く）は，「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則

の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成 13 年経済産業省告示第 187 号）」の別表第２の第６欄に

掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。 

 
※東日本大震災の影響のため，現在評価中。 

赤字部は修正箇所を示す。

（ 参 考 資 料 ） 

 

・ 排気口から放出される放射性物質（希ガス）は，評価地点までの希釈を考慮した上で「実用発電用原

子炉の設置，運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成 13年経済産業省告示

第 187号）」の別表第２の第５欄に掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。このため，周辺

監視区域外の濃度については排気口出口濃度より計算して求める。 

 

・ 排気口出口濃度より計算で求めた陸側の周辺監視区域外の空気中放射性物質濃度を参考として以下

に示す。気象条件は標準気象を用いた。 

 

最大濃度地点に 

おける地上濃度 

前 半 の ３ 月 間 平 均 値 

（１０月～１２月） （Bq/cm3） 

後 半 の ３ 月 間 平 均 値 

（１月～３月） （Bq/cm3） 

- ※ - ※ 

 

・ 排水口から放出される放射性物質（3Ｈを除く）は，「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則

の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成 13 年経済産業省告示第 187 号）」の別表第２の第６欄に

掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。 

 
※東日本大震災の影響により５・６号炉共用排気筒を除く排気口又は排気監視設備での測定実績なし。 

５号炉及び６号炉からの希ガスの評価については，通常換気空調系が停止し非常用ガス処理系（以下 SGTS）が起動していた期間と通 
常換気空調系が起動していた期間に分けて評価している。 

    ・平成 23 年 10 月 1 日～平成 24 年 1月 11 日（通常換気空調系：停止 SGTS：起動） 

 ５号炉及び６号炉：SGTS が起動していたため，SGTS 放射線モニタで希ガスの測定を行っていた。SGTS 放射線モニタの指示値を 
         チャートで確認した結果，指示値に変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。 

・平成 24 年 1月 11 日～平成 24 年 3月 31 日（通常換気空調系：起動 SGTS：停止） 

 ５号炉及び６号炉：原子炉建屋換気空調系が起動したことから，５・６号炉共用排気筒モニタで測定を行っていた。モニタの指 
示値を周辺放射線監視用データ収集処理装置で確認した結果，指示値に変動が見られなかったことから検出 
限界未満と評価する。 



 

 

放射線業務従事者線量等報告書 

平成２３年度 

福島第一原子力発電所 再報告分 

 

廃炉発官  Ｒ１第 １４０号 

令和元年  １１月  １３日 

 

 

原子力規制委員会 殿 

 

 

東京都千代田区内幸町 1丁目 1番 3号 

東京電力ホールディングス株式会社 

代表執行役社長  小早川 智明 

 

 

 

「放射線業務従事者の線量等に関する報告について」（平成 14 年 4 月 1 日付け平成

14・03・18 原院第 3 号）に基づき，放射線業務従事者線量等報告書（平成 23 年度分,

平成 26 年度分）を次のとおり提出する。 

なお，本報告は，平成 28 年 6 月 30 日（運総発官 28 第 146 号）で報告を行ったもの

のうち，別紙のとおり訂正が必要になったことから，再報告するものです。 



施設名  福島第一原子力発電所
運転状況

発電所合計 １号機 ２号機 ３号機 ４号機 ５号機 ６号機

     　　　電 気 出 力 4,696 MW 460 MW 784 MW 784 MW 784 MW 784 MW 1,100 MW

     　　　発電電力量        0 0 0 0 0 0 0

     　　　設備利用率        0 0 0 0 0 0 0

    　　　 運転状況 事故停止　※１、２ 事故停止　※１、２ 事故停止　※１、２ 定検停止　※２ 定検停止 定検停止

※１　H23.3.11　　東北地方太平洋沖地震に伴う事故停止
※２　H23.5.20　　運転終了

Ⅰ．放　射　線　業　務　従　事　者　線　量　関　係

１．年度の放射線業務従事者線量

線　　量　　分　　布　　（人）

 5mSv以下  5mSvを超え 10mSvを超え 15mSvを超え 20mSvを超え 25mSvを超え 30mSvを超え 35mSvを超え
10mSv以下 15mSv以下 20mSv以下 25mSv以下 30mSv以下 35mSv以下 40mSv以下

社　　員 1,456 339 303 219 161 128 72 49

その他 9,297 2,460 1,605 1,177 917 525 349 323

合　　計 10,753 2,799 1,908 1,396 1,078 653 421 372

（続き）

線　量　分　布　（人） 総線量 平均線量 最大線量
40mSvを超え 45mSvを超え  50mSvを超える 合　 計 (人・Ｓｖ) （ｍＳｖ） （ｍＳｖ）
45mSv以下 50mSv以下

社　　員 45 29 93 2,894 32.43 11.2 107.63

その他 152 68 112 16,985 146.02 8.6 91.30

合　　計 197 97 205 19,879 178.45 9.0

２．平成１３年４月１日を始期とする５年間ごとの線量が100mSvを超えた者

    　　　 1（人）

福一・23・１／７



３．女子（妊娠不能と診断された者、妊娠の意思のない旨を事業者等に書面で申し出た者

  及び妊娠中の者を除く）の放射線業務従事者の線量

線　　量　　分　　布　　（人） 総線量 平均線量 最大線量

1mSv以下 1mSvを超え 2mSvを超え 5mSvを超える (人・Ｓｖ) （ｍＳｖ） （ｍＳｖ）
2mSv以下 5mSv以下  

社 　員 0 0 0 0 -　 -　 -　

第１四半期 その他 0 0 1 0 0.00 4.7 4.67

合　 計 0 0 1 0 0.00 4.7

社 　員 0 0 0 0 -　 -　 -　

第２四半期 その他 1 0 0 0 0.00 0.0 0.00

合　 計 1 0 0 0 0.00 0.0

社 　員 0 0 0 0 -　 -　 -　

第３四半期 その他 0 0 0 0 -　 -　 -　

合　 計 0 0 0 0 -　 -　

社 　員 0 0 0 0 -　 -　 -　

第４四半期 その他 0 0 0 0 -　 -　 -　

合　 計 0 0 0 0 -　 -　

４．妊娠中の女子の放射線業務従事者において線量限度を超えた者

　(1) 腹部表面の等価線量が２mSvを超えた者 - (人)

　(2) 内部被ばくによる実効線量が１mSvを超えた者 - (人)

福一・23・２／７



Ⅱ．　廃　　棄　　物　　関　　係

１．放射性気体廃棄物の放出量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        （単位：Bq）

全希ガス 　
１３１

Ｉ 全粒子状物質  ３
Ｈ 備　　考

原子炉施設合計 ND ND ND 2.1×10
10

１,２号機共用排気筒 -　※1 -　※1 -　※1 -　※1

３,４号機共用排気筒 -　※1 -　※1 -　※1 -　※1

５,６号機共用排気筒 ＮＤ ※2 ＮＤ　※3 ＮＤ　※3 2.1×10
10　

※3

２号機タービン建屋
換  気  系  排  気  筒

-　※1 -　※1 -　※1 -　※1

３号機タービン建屋
換  気  系  排  気  筒

-　※1 -　※1 -　※1 -　※1

４号機タービン建屋
換  気  系  排  気  筒

-　※1 -　※1 -　※1 -　※1

廃棄物集中処理建屋
換  気  系  排  気  筒

-　※1 -　※1 -　※1 -　※1

その他排気筒 -　※1 -　※1

年間放出管理目標値 8.8×10
15

4.8×10
11

福一・23・３／７

排
気
筒
別
内
訳

　放射性気体廃棄物の放出放射能（Bq）は，排気中の放

射性物質の濃度（Bq／ｃｍ
３
）に排気量（ｃｍ

３
）を乗じて求

めている。
　なお，放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表
示した。
　検出限界濃度は以下のとおり。

 　　　全希ガス：２×１０
-２

（Bq／ｃｍ
３
）以下

 　　　
１３１

Ｉ：７×１０
－９

（Bq／ｃｍ
３
）以下

 　　　全粒子状物質：３×１０
－７

（Bq／ｃｍ
３
）以下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（
１３７

Cｓで代表した）

その他排気筒（内訳）
　・焼却炉建屋排気口
　・雑固体廃棄物減容処理建屋排気口
　・サイトバンカ建屋換気系排気口
　・使用済燃料共用プール排気口
　・第５固体廃棄物貯蔵庫（固型化処理エリア）換気系排
気口

東日本大震災の影響により排気口又は排気監視設備での測定実績なし。
５号機及び６号機からの希ガスの評価については，通常換気空調系が停止し非常用ガス処理系（以下　SGTS）が起動していた期間と通常換気空調系が起動し
ていた期間に分けて評価している。
・平成23年4月1日～平成23年4月27日（通常換気空調系：停止　SGTS：起動）
５号機：SGTSが起動していたが，サンプルポンプが起動していなかったため測定実績は無く，放出の有無は確認できなかった。
６号機：SGTSが起動していたため，SGTS放射線モニタで希ガスの測定を行っていた。SGTS放射線モニタの指示値をチャートで確認した結果，指示値に変動が
          見られなかったことから検出限界未満と評価する。
・平成23年4月27日～平成24年1月11日（通常換気空調系：停止　SGTS：起動）
５号機及び６号機：SGTSが起動していたため，SGTS放射線モニタで希ガスの測定を行っていた。SGTS放射線モニタの指示値をチャートで確認した結果，指示
                         値に変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。
・平成24年1月11日～平成24年3月31日（通常換気空調系：起動　SGTS：停止）
５号機及び６号機：原子炉建屋換気空調系が起動したことから，５,６号機共用排気筒モニタで測定を行っていた。モニタの指示値を周辺放射線監視用データ収
                         集処理装置で確認した結果，指示値に変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。

５号機及び６号機の原子炉建屋換気空調系の起動に合わせ
131

I，全粒子状物質及び
3
Hの測定を再開したため，平成24年1月11日～平成24年3月31日の期間

における放出量である。

※1
※2

※3



２．放射性液体廃棄物の放出量

（単位：Bq）

　全核種 核　　種　　別

( 
３
Hを除く)

５１
Cr

５４
Mn

５９
Fe

５８
Co

６０
Co

１３１
I

原子炉施設合計 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

１号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

２号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

３号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

４号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

５号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

６号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

年間放出管理目標値 2．2×10
11

（続き）

核　　種　　別 ３
Ｈ 備     考

１３４
Cs

１３７
Cs その他

原子炉施設合計 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

１号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

２号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

３号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

４号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

５号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

６号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

年間放出管理目標値 

福一・23・４／７

排
水
口
別
内
訳

排
水
口
別
内
訳



３．放射性固体廃棄物等の発生量及び保管量

（１）固体廃棄物貯蔵庫

固体廃棄物貯蔵庫

ドラム缶  その他 合　　計 備  考

均質固化体 充填固化体 雑　固　体

当該年度の発生量 0本 0本 0本 0本相当 0本相当

当該年度の減少量 0本 0本 0本 0本相当 0本相当

施設内減量 0本 0本 0本 0本相当 0本相当

施設外減量 0本 0本 0本 0本相当 0本相当

年度末保管量 １４，９４７本 ２，９２５本 １５７，７８９本 １０，１５５本相当 １８５，８１６本相当

貯蔵設備容量 ２８４，５００本相当

（２）その他の設備

サイトバンカ

 制御棒 チャンネル ヒューエル 中性子検出器 その他 ｲｵﾝ交換樹脂 造粒固化体 備　考

ボックス サポート

当該年度の発生量 0本 0本 0本 0本 0m
3

1m
3

0m
3

当該年度の減少量 0本 0本 0本 0本 0m
3

0m
3

0m
3

施設内減量 0本 0本 0本 0本 0m
3

0m
3

0m
3

施設外減量 0本 0本 0本 0本 0m
3

0m
3

0m
3

年度末保管量 １，１６７本 ９，８１８本 ３本 １，１３７本 １８６ｍ
3

２,３６９m
3

１,１４８m
3

福一・23・５／７

タンク等

平成27年度の放射線業務従
事者線量等報告書から，従
来平成22年度第3四半期迄と
していた保管量を，平成23年
3月10日迄の値に見直した。



（３）使用済制御棒等の保管量

　　　　　　　　使用済燃料プール

制御棒 ﾁｬﾝﾈﾙ ポイズン ヒューエル 中性子 備考
ﾎﾞｯｸｽ カーテン サポート 検出器

0本 0本 0本 0本 0本

0本 0本 0本 0本 0本

施設内減量 0本 0本 0本 0本 0本

施設外減量 0本 0本 0本 0本 0本

２２７本 １０，１５６本 １７３本 ０本 ３３５本

(４) 日本原燃㈱低レベル放射性廃棄物埋設センターへの放射性固体廃棄物の搬出量

均質固化体 充填固化体 合計

搬  出  量 ０本 0本 0本

累積搬出量 ５９，６９４本 ３１，７０４本 ９１，３９８本

福一・23・６／７

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末保管量



Ⅲ．一般公衆の実効線量の評価

１．放射性気体廃棄物による実効線量

周辺監視区域外における最大線量 排気筒からの方位及び距離

放射性希ガスによる
 - 　※1 　　　　　　　　  　　　　μＳｖ／年   方位　　　　　－ 　距離　  　　　－

実効線量 線量目標値評価地点における最大線量 排気筒からの方位及び距離

  -　※1 　　　　　　　　  　　　　μＳｖ／年   方位　　　　　－ 　距離　  　　　－

放射性よう素による
線量目標値評価地点における最大線量

実効線量   -　※2 　　　　　　　　  　　　　μＳｖ／年

２．放射性液体廃棄物による実効線量

放射性液体廃棄物
による実効線量

  -　※3　　　　　　　　  　　　　　　μＳｖ／年

※3 放射性液体廃棄物の放出実績なし 福一・23・７／７

※1　東日本大震災の影響により５,６号機共用排気筒を除く排気口又は排気監視設備での測定実績なし。
    　５号機及び６号機からの希ガスの評価については通常換気空調系が停止し非常用ガス処理系（以下　SGTS）が起動していた期間と通常換気空調系が起動し
     ていた期間に分けて評価している。
　　・平成23年4月1日～平成23年4月27日（通常換気空調系：停止　SGTS：起動）
　　 ５号機：SGTSが起動していたが，サンプルポンプが起動していなかったため測定実績は無く，放出の有無は確認できなかった。
　　 ６号機：SGTSが起動していたため，SGTS放射線モニタで希ガスの測定を行っていた。SGTS放射線モニタの指示値をチャートで確認した結果，指示値に変動が
                見られなかったことから検出限界未満と評価する。
    ・平成23年4月27日～平成24年1月11日（通常換気空調系：停止　SGTS：起動）
     ５号機及び６号機：SGTSが起動していたため，SGTS放射線モニタで希ガスの測定を行っていた。SGTS放射線モニタの指示値をチャートで確認した結果，指示
                             値に変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。
    ・平成24年1月11日～平成24年3月31日（通常換気空調系：起動　SGTS：停止）
     ５号機及び６号機：原子炉建屋換気空調系が起動したことから，５,６号機共用排気筒モニタで測定を行っていた。モニタの指示値を周辺放射線監視用データ収
                             集処理装置で確認した結果，指示値に変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。
※2　東日本大震災の影響により５,６号機共用排気筒を除く排気口又は排気監視設備での測定実績なし。

　　　５号機及び６号機の原子炉建屋換気空調系の起動に合わせ
131

Iの測定を再開したため，平成24年1月11日～平成24年3月31日の期間における評価であり，
　　　放出量は検出限界未満である。



別紙 

令和元年 11 月 13 日 
東京電力ホールディングス株式会社 

福島第一原子力発電所 

放射線業務従事者線量等報告書の修正について 
 

1．経緯 
平成 23 年度の「放射線業務従事者線量等報告書」における放射性気体廃棄物の放出

量及び放射性液体廃棄物の放出量並びに一般公衆の実効線量の評価について「東日本

大震災の影響のため、現在評価中」として原子力規制委員会に報告している。当時の

測定結果を確認し、評価結果が纏まったことから修正するものである。 
 

2. 放射性気体廃棄物評価結果 
放射性気体廃棄物の評価は、平成 23年度の測定実績の有無によって分けて評価した。

なお、事故時における 1～4 号機の評価については別途報告※しており、本報告は、保

安規定に記載された排気筒等が対象である。 
 

※ 出典:規制庁ホームページ 
東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に関する報告書 

（報告日:平成 24 年 5 月 9 日,平成 24 年 9 月 14 日） 
  

2-1. 1,2 号機及び 3,4 号機共用排気筒、2 号機,3 号機及び 4 号機タービン建屋換気系 
排気筒、廃棄物集中処理建屋換気系排気筒、その他排気筒（焼却炉建屋排気口、 
雑固体廃棄物減容処理建屋排気口、サイトバンカ建屋換気系排気口、使用済燃料 
共用プール排気口、第 5 固体廃棄物貯蔵庫（固型化処理エリア）換気系排気口） 

希ガス,よう素 131,粒子状物質,トリチウムのいずれについても、平成 23 年度にお

ける測定実績はなく、放出の有無は確認できなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2-2. 5,6 号機共用排気筒 
【希ガス】 

5 号機及び 6 号機からの希ガスの評価については、通常換気空調系が停止し非常

用ガス処理系（以下 SGTS）が起動していた期間と通常換気空調系が起動してい

た期間に分けて評価する。 
① 平成 23 年 4 月 1 日～平成 23 年 4 月 27 日 

（通常換気空調系：停止、SGTS：起動） 
・5 号機 

SGTS が起動していたが、サンプルポンプが起動していなかったため測

定実績は無く、放出の有無は確認できなかった。 
・6 号機 
  SGTS が起動していたため、SGTS 放射線モニタで希ガスの測定を行って

いた。SGTS 放射線モニタの指示値をチャートで確認した結果、指示値に

変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。 
 

② 平成 23 年 4 月 27 日～平成 24 年 1 月 11 日 
（通常換気空調系：停止、SGTS：起動） 

・5 号機及び 6 号機 
SGTS が起動していたため、SGTS 放射線モニタで希ガスの測定を行っ

ていた。SGTS 放射線モニタの指示値をチャートで確認した結果、指示値

に変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。   
 

③ 平成 24 年 1 月 11 日～平成 24 年 3 月 31 日 
（通常換気空調系：起動、SGTS：停止） 

・5 号機及び 6 号機 
 原子炉建屋換気空調系が起動したことから、5,6 号機共用排気筒モニタで

測定を行っていた。モニタの指示値を周辺放射線監視用データ収集処理装

置で確認した結果、指示値に変動が見られなかったことから検出限界未満

と評価する。 
 
 
 
 
 
 
 



【よう素 131,粒子状物質】  
5 号機及び 6 号機からのよう素 131 及び粒子状物質の評価については原子炉建

屋換気空調系が停止し SGTS が起動していた期間と原子炉建屋換気空調系が起

動していた期間に分けて評価する。 
① 平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 1 月 11 日 

（通常換気空調系：停止、SGTS：起動） 
測定実績がなく放出の有無は確認できなかった。 

 
② 平成 24 年 1 月 11 日～平成 24 年 3 月 31 日 

（通常換気空調系：起動、SGTS：停止） 
原子炉建屋換気空調系の起動に伴い試料採取を再開した。測定の結果、検出限

界未満であることを確認した。 
 

【トリチウム】 
5 号機及び 6 号機からのトリチウムの評価については原子炉建屋換気空調系が

停止し SGTS が起動していた期間と原子炉建屋換気空調系が起動していた期間

に分けて評価する。 
 

① 平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 1 月 11 日 
（通常換気空調系：停止、SGTS：起動） 

測定実績がなく放出の有無は確認できなかった。 
 

② 平成 24 年 1 月 11 日～平成 24 年 3 月 31 日 
（通常換気空調系：起動、SGTS：停止） 

原子炉建屋換気空調系の起動に伴い試料採取を再開した。測定の結果、放出量

は 2.1E+10Bq となる。 
 

3. 放射性液体廃棄物評価結果 
    東日本大震災の影響により、1 号機～6 号機排水口からの放出実績はない。なお、事故 

時において漏えいした放射性物質は別途報告※している。 
 

※ 出典:規制庁ホームページ 
東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に関する報告書 
（報告日:平成 24 年 5 月 9 日,平成 24 年 9 月 14 日） 

 
 



4. 修正箇所 
（1）放射線業務従事者線量等報告書（平成 23 年度） 
  ・放射性気体廃棄物の放出量 
  ・放射性液体廃棄物の放出量 
  ・放射性気体廃棄物による実効線量 
  ・放射性液体廃棄物による実効線量 
 
5. 添付資料 
  ・平成 23 年度 放射線業務従事者線量等報告書修正前後表 



修正前 修正後
福島第一原子力発電所　放射線業務従事者線量等報告書 （平成２３年度）　　修正前後表

Ⅱ．　廃　　棄　　物　　関　　係

１．放射性気体廃棄物の放出量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        （単位：Bq）

全希ガス 　１３１Ｉ 全粒子状物質  ３Ｈ 備　　考

原子炉施設合計 -　※ -　※ -　※ -　※

１,２号機共用排気筒 -　※ -　※ -　※ -　※

３,４号機共用排気筒 -　※ -　※ -　※ -　※

５,６号機共用排気筒 -　※ -　※ -　※ -　※

２号機タービン建屋
換  気  系  排  気  筒

-　※ -　※ -　※ -　※

３号機タービン建屋
換  気  系  排  気  筒

-　※ -　※ -　※ -　※

４号機タービン建屋
換  気  系  排  気  筒

-　※ -　※ -　※ -　※

廃棄物集中処理建屋
換  気  系  排  気  筒

-　※ -　※ -　※ -　※

その他排気筒 -　※ -　※

年間放出管理目標値 8.8×1015 4.8×1011

※東日本大震災の影響ため，現在評価中。

福一・23・３／７

排
気
筒
別
内
訳

赤字部は修正箇所を示す。

Ⅱ．　廃　　棄　　物　　関　　係

１．放射性気体廃棄物の放出量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        （単位：Bq）

全希ガス 　１３１Ｉ 全粒子状物質  ３Ｈ 備　　考

原子炉施設合計 ND ND ND 2.1×1010

１,２号機共用排気筒 -　※1 -　※1 -　※1 -　※1

３,４号機共用排気筒 -　※1 -　※1 -　※1 -　※1

５,６号機共用排気筒 ＮＤ ※2 ＮＤ　※3 ＮＤ　※3 2.1×1010　※3

２号機タービン建屋
換  気  系  排  気  筒

-　※1 -　※1 -　※1 -　※1

３号機タービン建屋
換  気  系  排  気  筒

-　※1 -　※1 -　※1 -　※1

４号機タービン建屋
換  気  系  排  気  筒

-　※1 -　※1 -　※1 -　※1

廃棄物集中処理建屋
換  気  系  排  気  筒

-　※1 -　※1 -　※1 -　※1

その他排気筒 -　※1 -　※1

年間放出管理目標値 8.8×1015 4.8×1011

  福一・23・３／７

排
気
筒
別
内
訳

　放射性気体廃棄物の放出放射能（Bq）は，排気中の放射性物質の濃
度（Bq／ｃｍ３）に排気量（ｃｍ３）を乗じて求めている。
　なお，放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表示した。
　検出限界濃度は以下のとおり。

 　　　全希ガス：２×１０-２（Bq／ｃｍ３）以下
 　　　１３１Ｉ：７×１０－９（Bq／ｃｍ３）以下
 　　　全粒子状物質：３×１０－７（Bq／ｃｍ３）以下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１３７Cｓで代表した）

その他排気筒（内訳）
　・焼却炉建屋排気口
　・雑固体廃棄物減容処理建屋排気口
　・サイトバンカ建屋換気系排気口
　・使用済燃料共用プール排気口
　・第５固体廃棄物貯蔵庫（固型化処理エリア）換気系排気口

東日本大震災の影響により排気口又は排気監視設備での測定実績なし。
５号機及び６号機からの希ガスの評価については，通常換気空調系が停止し非常用ガス処理系（以下　SGTS）が起動していた期間と通常換気空調系が起動し
ていた期間に分けて評価している。
・平成23年4月1日～平成23年4月27日（通常換気空調系：停止　SGTS：起動）
５号機：SGTSが起動していたが，サンプルポンプが起動していなかったため測定実績は無く，放出の有無は確認できなかった。
６号機：SGTSが起動していたため，SGTS放射線モニタで希ガスの測定を行っていた。SGTS放射線モニタの指示値をチャートで確認した結果，指示値に変動が
          見られなかったことから検出限界未満と評価する。
・平成23年4月27日～平成24年1月11日（通常換気空調系：停止　SGTS：起動）
５号機及び６号機：SGTSが起動していたため，SGTS放射線モニタで希ガスの測定を行っていた。SGTS放射線モニタの指示値をチャートで確認した結果，指示
                         値に変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。
・平成24年1月11日～平成24年3月31日（通常換気空調系：起動　SGTS：停止）
５号機及び６号機：原子炉建屋換気空調系が起動したことから，５,６号機共用排気筒モニタで測定を行っていた。モニタの指示値を周辺放射線監視用データ収
                         集処理装置で確認した結果，指示値に変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。

５号機及び６号機の原子炉建屋換気空調系の起動に合わせ，131I，全粒子状物質及び3Hの測定を再開したため，平成24年1月11日～平成24年3月31日の期間
における放出量である。

※1
※2

※3



修正前 修正後
福島第一原子力発電所　放射線業務従事者線量等報告書 （平成２３年度）　　修正前後表

２．放射性液体廃棄物の放出量

（単位：Bq）

　全核種 核　　種　　別

( ３Hを除く) ５１Cr ５４Mn ５９Fe ５８Co ６０Co １３１I

原子炉施設合計 -　※ -　※ -　※ -　※ -　※ -　※ -　※

１号機排水口 -　※ -　※ -　※ -　※ -　※ -　※ -　※

２号機排水口 -　※ -　※ -　※ -　※ -　※ -　※ -　※

３号機排水口 -　※ -　※ -　※ -　※ -　※ -　※ -　※

４号機排水口 -　※ -　※ -　※ -　※ -　※ -　※ -　※

５号機排水口 -　※ -　※ -　※ -　※ -　※ -　※ -　※

６号機排水口 -　※ -　※ -　※ -　※ -　※ -　※ -　※

年間放出管理目標値 2．2×1011

（続き）

核　　種　　別 ３
Ｈ 備     考

１３４Cs １３７Cs その他

原子炉施設合計 -　※ -　※ -　※ -　※

１号機排水口 -　※ -　※ -　※ -　※

２号機排水口 -　※ -　※ -　※ -　※

３号機排水口 -　※ -　※ -　※ -　※

４号機排水口 -　※ -　※ -　※ -　※

５号機排水口 -　※ -　※ -　※ -　※

６号機排水口 -　※ -　※ -　※ -　※

年間放出管理目標値 

※東日本大震災の影響のため，現在評価中。

福一・23・４／７

排
水
口
別
内
訳

排
水
口
別
内
訳

赤字部は修正箇所を示す。

２．放射性液体廃棄物の放出量

（単位：Bq）

　全核種 核　　種　　別

( ３Hを除く) ５１Cr ５４Mn ５９Fe ５８Co ６０Co １３１I

原子炉施設合計 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

１号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

２号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

３号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

４号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

５号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

６号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

年間放出管理目標値 2．2×1011

（続き）

核　　種　　別 ３Ｈ 備     考
１３４Cs １３７Cs その他

原子炉施設合計 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

１号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

２号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

３号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

４号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

５号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

６号機排水口 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし 放出実績なし

年間放出管理目標値 

福一・23・４／７

排
水
口
別
内
訳

排
水
口
別
内
訳



修正前 修正後
福島第一原子力発電所　放射線業務従事者線量等報告書 （平成２３年度）　　修正前後表

Ⅲ．一般公衆の実効線量の評価

１．放射性気体廃棄物による実効線量

周辺監視区域外における最大線量 排気筒からの方位及び距離

放射性希ガスによる
 - 　※ 　　　　　　　　  　　　　　　μＳｖ／年   方位　　　　　－ 　距離　  　　　－

実効線量 線量目標値評価地点における最大線量 排気筒からの方位及び距離

  -　※ 　　　　　　　　  　　　　　　μＳｖ／年   方位　　　　　－ 　距離　  　　　－

放射性よう素による
線量目標値評価地点における最大線量

実効線量  -  ※                                μＳｖ/年

※東日本大震災の影響のため，現在評価中。

２．放射性液体廃棄物による実効線量

放射性液体廃棄物
による実効線量

   -  ※  　　　　　　　　  　　　　　　   μＳｖ／年

※東日本大震災の影響のため，現在評価中。 福一・23・７／７

赤字部は修正箇所を示す。

Ⅲ．一般公衆の実効線量の評価

１．放射性気体廃棄物による実効線量

周辺監視区域外における最大線量 排気筒からの方位及び距離

放射性希ガスによる
 - 　※1 　　　　　　　　  　　　　μＳｖ／年   方位　　　　　－ 　距離　  　　　－

実効線量 線量目標値評価地点における最大線量 排気筒からの方位及び距離

  -　※1 　　　　　　　　  　　　　μＳｖ／年   方位　　　　　－ 　距離　  　　　－

放射性よう素による
線量目標値評価地点における最大線量

実効線量   -　※2 　　　　　　　　  　　　　μＳｖ／年

２．放射性液体廃棄物による実効線量

放射性液体廃棄物
による実効線量

  -　※3　　　　　　　　  　　　　　　μＳｖ／年

※3 放射性液体廃棄物の放出実績なし
福一・23・７／７

※1　東日本大震災の影響により５,６号機共用排気筒を除く排気口又は排気監視設備での測定実績なし。
    　５号機及び６号機からの希ガスの評価については通常換気空調系が停止し非常用ガス処理系（以下　SGTS）が起動していた期間と通常換気空調系が起動し
     ていた期間に分けて評価している。
　　・平成23年4月1日～平成23年4月27日（通常換気空調系：停止　SGTS：起動）
　　 ５号機：SGTSが起動していたが，サンプルポンプが起動していなかったため測定実績は無く，放出の有無は確認できなかった。
　　 ６号機：SGTSが起動していたため，SGTS放射線モニタで希ガスの測定を行っていた。SGTS放射線モニタの指示値をチャートで確認した結果，指示値に変動が
                見られなかったことから検出限界未満と評価する。
    ・平成23年4月27日～平成24年1月11日（通常換気空調系：停止　SGTS：起動）
     ５号機及び６号機：SGTSが起動していたため，SGTS放射線モニタで希ガスの測定を行っていた。SGTS放射線モニタの指示値をチャートで確認した結果，指示
                             値に変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。
    ・平成24年1月11日～平成24年3月31日（通常換気空調系：起動　SGTS：停止）
     ５号機及び６号機：原子炉建屋換気空調系が起動したことから，５,６号機共用排気筒モニタで測定を行っていた。モニタの指示値を周辺放射線監視用データ収
                             集処理装置で確認した結果，指示値に変動が見られなかったことから検出限界未満と評価する。
※2　東日本大震災の影響により５,６号機共用排気筒を除く排気口又は排気監視設備での測定実績なし。

　　　５号機及び６号機の原子炉建屋換気空調系の起動に合わせ131Iの測定を再開したため，平成24年1月11日～平成24年3月31日の期間における評価であり，
　　　放出量は検出限界未満である。



 

 

令和元年度上期放射線管理等報告書 

 

 

 

                          廃炉発官 Ｒ１第 １４１号 

                                             令和元年 １１月  １３日 

 

原子力規制委員会 殿 

 

 

 

住 所 東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

氏 名 東京電力ホールディングス株式会社 

      代表執行役社長 小早川 智明 

 

 

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 67 条第１項及び実用発電用原子

炉の設置、運転等に関する規則第 136 条第１項の規定により次のとおり報告します。 

 

工場又は事業所 

 
名 称 

 

東京電力ホールディングス株式会社 
福島第一廃炉推進カンパニー 

福島第一原子力発電所 
 

所 在 地  
 

福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原２２ 
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１ 放射性廃棄物の廃棄の状況 

（１）気体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放出量及び濃度 

① 放射性物質の種類別の年間放出量 

＊上期報告対象外 

 

                                                             

② 放射性物質の濃度の３月間についての平均値及び最高値 
 

                               （単位：Bq／cm3） 
 

濃 度 

 

 

 

測定の箇所 平均値 最高値 平均値 最高値 

排
気
監
視
設
備 

排
気
口
又
は

 

５，６号炉共用排気筒 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

焼却炉建屋排気筒 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

大型機器除染設備排気口 

及び 

汚染拡大防止ハウス排気口 

8.9×10-12 3.5×10-10 ＮＤ ＮＤ 

 
使用済燃料共用プール排気口 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

 

注-1：５，６号炉共用排気筒における濃度は，希ガス濃度である。 

なお，放出放射能濃度が検出限界未満の場合はＮＤと表示した。 

同排気筒における濃度の検出限界値（ＮＤ）は，2×10-2Ｂｑ/cm3 以下である。 

注-2：焼却炉建屋排気筒，大型機器除染設備排気口及び汚染拡大防止ハウス排気口，使用

済燃料共用プール排気口における濃度は，粒子状放射性物質濃度である。 

なお，放出放射能濃度が検出限界未満の場合はＮＤと表示した。 

同排気筒および排気口における濃度の検出限界値（ＮＤ）は，4×10-9Ｂｑ/cm3 以下（137

Ｃｓで代表）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 後半の３月間  
（７月～９月）  

注-1 

 前半の３月間  
（４月～６月）  

注-2 

注-2 

注-2 



 

- 2 - 

 

③ 排気口以外の箇所における放射性物質の濃度の３月間についての平均値及び最高値（特定原子

力施設に限る。） 

 

（単位：Bq／cm3） 

 

濃 度 

 

 

 

測定の箇所 平均値 最高値 平均値 最高値 

１号炉 

１号炉原子炉建屋上部 2.3×10-7 未満  4.0×10-7 未満  1.3×10-6 未満  1.8×10-6 未満  

１号炉格納容器 

ガス管理設備出口 
2.6×10-6 未満  2.8×10-6 未満  3.0×10-6 未満  3.4×10-6 未満  

２号炉 

２号炉原子炉建屋 

排気設備出口 
2.1×10-7 未満  3.6×10-7 未満  1.3×10-7 未満  1.5×10-7 未満  

２号炉格納容器 

ガス管理設備出口 
2.5×10-6 未満  4.0×10-6 未満  4.2×10-6 未満  7.8×10-6 未満  

３号炉 

３号炉原子炉建屋上部 5.4×10-7 未満  7.2×10-7 未満  2.5×10-7 未満  2.9×10-7 未満  

３号炉燃料取出し用 

カバー排気設備出口 
－ － 2.2×10-7 未満  2.3×10-7 未満  

３号炉格納容器 

ガス管理設備出口 
2.4×10-6 未満  2.9×10-6 未満  2.2×10-6 未満  2.4×10-6 未満  

４号炉 
４号炉燃料取出し用 

カバー排気設備出口 
1.4×10-8 未満  1.8×10-8 未満  1.8×10-8 未満  2.4×10-8 未満  

評価対象核種を 134Cs および 137Cs としており，その合計値を記載している。測定結果が検出限界値

未満の場合も検出限界値を合計している。 

 

注－１ ３号炉燃料取出し用カバー排気設備出口は,令和元年７月３日の使用前検査終了証の受領

をもって測定の箇所に追加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前半の３月間  
（４月～６月）  

 後半の３月間  
（７月～９月）  

注-1 
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（２）液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放出量及び濃度 

① 放射性物質の種類別の年間放出量 

＊上期報告対象外 

 

 

② 放射性物質の濃度の３月間についての平均値及び最高値 
  

                         （単位：Bq／cm3） 
   濃 度 

 

 

測定の箇所 

 

 

 

平均値 最高値 平均値 最高値 

排
水
監
視
設
備 

排
水
口
又
は 

５号 炉 排 水 口  放出実績なし  放出実績なし  放出実績なし  放出実績なし  

６号 炉 排 水 口  放出実績なし  放出実績なし  放出実績なし  放出実績なし  

 

 

③ 排水口以外の箇所における放射性物質の種類別の年間放出量（特定原子力施設に限る。） 

＊上期報告対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 後半の３月間 

（７月～９月） 

 前半の３月間 

（４月～６月） 
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④ 排水口以外の箇所における放射性物質の種類別の濃度の３月間についての平均値及び最高値

（特定原子力施設に限る。） 

（単位：Bq／cm3） 

測定の箇所 種類別 
前半の３月間（４月～６月） 後半の３月間（７月～９月） 

平均値 最高値 平均値 最高値 

地下水バイパス設備に

よりくみ上げた地下水 

１３４Ｃｓ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

１３７Ｃｓ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

９０Ｓｒ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

３Ｈ 1.1×10-1 1.2×10-1 1.2×10-1 1.3×10-1 

サブドレン他浄化設備

の処理済水 

１３４Ｃｓ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

１３７Ｃｓ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

９０Ｓｒ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

３Ｈ 8.3×10-1 1.1×100 8.8×10-1 1.1×100 

５・６号機滞留水の処理

済水 

１３４Ｃｓ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

１３７Ｃｓ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

９０Ｓｒ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

３Ｈ 1.6×10-1 2.8×10-1 5.9×10-2 1.5×10-1 

堰内雨水 

１３４Ｃｓ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

１３７Ｃｓ 4.0×10-5 1.7×10-3 2.8×10-4 1.9×10-3 
９０Ｓｒ 3.0×10-4 1.7×10-3 2.3×10-4 1.8×10-3 

３Ｈ 1.6×10-3 1.5×10-1 4.1×10-3 1.2×10-1 
 

注－１：検出限界値（ＮＤ）は，1.0×10-3Ｂｑ/cm3未満である。 

注－２：検出限界値（ＮＤ）は，5.0×10-3Ｂｑ/cm3または 1.0×10-3Ｂｑ/cm3未満（10 日に 1 回程度）

である。 

注－３：検出限界値（ＮＤ）は，3.0×10-3Ｂｑ/cm3または 1.0×10-3Ｂｑ/cm3未満（10 日に 1 回程度）

である。 

注－４：検出限界値（ＮＤ）は，3.0×10-3Ｂｑ/cm3未満である。 

注－５：90Ｓrは，90Ｓrまたは全βでの評価値である。 

        90Ｓrを分析した時は分析値を 1.1 倍した評価値である。 

 

 

（３） 固体状の放射性廃棄物の保管量等 

＊上期報告対象外 

 

 

２ 使用済燃料の貯蔵量等 

＊上期報告対象外 
 

注-1 

注-1 

注-1 

注-1 

注-1 

注-1 

注-1 

注-1 

注-2,5 

注-3,5 

注-4,5 

注-5 
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３ 放射線業務従事者の線量分布 

（１） 放射線業務従事者の１年間の線量分布 

＊上期報告対象外 

 

 

（２） 女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し

出た者を除く。）の放射線業務従事者の３月間の線量分布 

   線 量 線 量 分 布  (人) 

総線量 

(人・Sv) 
平均線量 

(mSv) 
最大線量 

(mSv) 
放射線 

業務従事者 

1mSv 以下 1mSv を超え 

2mSv 以下 

2mSv を超え 

5mSv 以下 

5mSv を 

超えるもの 

合計 

前半の 職 員 45 0 0 0 45 0.00 0.0 0.47 

３月間 その他 9 0 0 0 9 0.00 0.1 0.27 

（４月～６月） 合 計 54 0 0 0 54 0.00 0.1 － 

後半の 職 員 47 0 0 0 47 0.00 0.1 0.51 

３月間 その他 17 0 0 0 17 0.00 0.1 0.34 

（７月～９月） 合 計 64 0 0 0 64 0.00 0.1 － 

 

 

４ 一般公衆の実効線量の評価 

＊上期報告対象外 
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５ 運転時間及び熱出力 

 〔発電用原子炉の名称：福島第一原子力発電所 １号炉〕 

項 目  熱  出  力 

月 別  平   均 （ ｋ Ｗ ） 最   大 （ ｋ Ｗ ） 

 ４ 月   － － － 

 ５ 月   － － － 

 ６ 月   － － － 

 ７ 月   － － － 

 ８ 月   － － － 

 ９ 月   － － － 

合 計   － － － 

電気事業法第９条１項の規定による電気工作物変更届出書により，平成２４年４月１９日に廃止 

 

〔発電用原子炉の名称：福島第一原子力発電所 ２号炉〕 

項 目  熱  出  力 

月 別  平   均 （ ｋ Ｗ ） 最   大 （ ｋ Ｗ ） 

 ４ 月   － － － 

 ５ 月   － － － 

 ６ 月   － － － 

 ７ 月   － － － 

 ８ 月   － － － 

 ９ 月   － － － 

合 計   － － － 

電気事業法第９条１項の規定による電気工作物変更届出書により，平成２４年４月１９日に廃止 

 

 

 

 

 

 

運転時間（ｈ） 

運転時間（ｈ） 
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〔発電用原子炉の名称：福島第一原子力発電所 ３号炉〕 

項 目  熱  出  力 

月 別  平   均 （ ｋ Ｗ ） 最   大 （ ｋ Ｗ ） 

 ４ 月   － － － 

 ５ 月   － － － 

 ６ 月   － － － 

 ７ 月   － － － 

 ８ 月   － － － 

 ９ 月   － － － 

合 計   － － － 

電気事業法第９条１項の規定による電気工作物変更届出書により，平成２４年４月１９日に廃止 

 

 

〔発電用原子炉の名称：福島第一原子力発電所 ４号炉〕 

項 目  熱  出  力 

月 別  平   均 （ ｋ Ｗ ） 最   大 （ ｋ Ｗ ） 

 ４ 月   － － － 

 ５ 月   － － － 

 ６ 月   － － － 

 ７ 月   － － － 

 ８ 月   － － － 

 ９ 月   － － － 

合 計   － － － 

電気事業法第９条１項の規定による電気工作物変更届出書により，平成２４年４月１９日に廃止 

 

 

 

 

 

 

運転時間（ｈ） 

運転時間（ｈ） 
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〔発電用原子炉の名称：福島第一原子力発電所 ５号炉〕 

項 目  熱  出  力 

月 別  平   均 （ ｋ Ｗ ） 最   大 （ ｋ Ｗ ） 

 ４ 月   － － － 

 ５ 月   － － － 

 ６ 月   － － － 

 ７ 月   － － － 

 ８ 月   － － － 

 ９ 月   － － － 

合 計   － － － 

電気事業法第９条１項の規定による電気工作物変更届出書により，平成２６年１月３１日に廃止 

 

 

〔発電用原子炉の名称：福島第一原子力発電所 ６号炉〕 

項 目  熱  出  力 

月 別  平   均 （ ｋ Ｗ ） 最   大 （ ｋ Ｗ ） 

 ４ 月   － － － 

 ５ 月   － － － 

 ６ 月   － － － 

 ７ 月   － － － 

 ８ 月   － － － 

 ９ 月   － － － 

合 計   － － － 

電気事業法第９条１項の規定による電気工作物変更届出書により，平成２６年１月３１日に廃止 

 

 

 

 

 

 

運転時間（ｈ） 

運転時間（ｈ） 
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 （ 参 考 資 料 ） 
 

・ 排気口から放出される放射性物質（希ガス）は，評価地点までの希釈を考慮した上で

「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等

を定める告示（平成 27 年原子力規制委員会告示第 8 号）」の別表第１の第５欄に掲げ

る周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。 

このため，周辺監視区域外の濃度については排気口出口濃度より計算して求める。 

 

・ 排気口出口濃度より計算で求めた陸側の周辺監視区域外の空気中放射性物質濃度を

参考として以下に示す。気象条件は標準気象を用いた。 

 

最大濃度地点に

おける地上濃度 

前 半 の ３ 月 間 平 均 値 

（４月～６月） （Bq/cm3） 

後 半 の ３ 月 間 平 均 値 

（７月～９月） （Bq/cm3） 

― ― 

 

・ 排水口から放出される放射性物質（3Ｈを除く）は，「核原料物質又は核燃料物質の

製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成 27 年原子力

規制委員会告示第 8 号）」の別表第１の第６欄に掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適

用を受ける。 

 

 

※敷地境界と１，２号共用排気筒を基準とした１６方位の各交点（陸側）のうち，１～４

号炉からの追加的放出量による最大濃度地点の地上濃度は以下の通りである。なお，対象

核種は，134Ｃｓと 137Ｃｓであり，合計値を記載している。 

 

16 方位の各交点

（陸側）のうち

最大濃度地点に

おける地上濃度 

前 半 の ３ 月 間 平 均 値 

（４月～６月） （Bq/cm3） 

後 半 の ３ 月 間 平 均 値 

（７月～９月） （Bq/cm3） 

6.2×10-12 9.0×10-12 

 

 

 

 


